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ＬＭ・米ドル毎月分配型ファンド
追加型投信／海外／債券

商品分類 属性区分
単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉） 投資対象資産 決算頻度 投資対象

地域 投資形態 為替
ヘッジ

追加型 海外 債券
その他資産

（投資信託証券
（債券・一般））

年12回
（毎月） 北米 ファミリー

ファンド なし

※商品分類および属性区分の定義は、社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

投資信託説明書（請求目論見書）は、委託会社のホームページで閲覧できます。本書には、信託約款の主な内
容が含まれておりますが、信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されております。

●本書により行う「ＬＭ・米ドル毎月分配型ファンド」（以下「当ファンド」ということがあります。）の受益権の募集につい
ては、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成23年8月
16日に関東財務局長に提出しており、平成23年8月17日にその届出の効力が生じております。

●当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律
第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。

●当ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理が義務付けられております。
●投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付します。なお、ご請
求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

委託会社（ファンドの運用の指図を行います）

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第417号
設立年月日　平成10年4月28日　 資本金 10億円
運用する投資信託財産の合計純資産総額 １兆4,076億円

（平成23年6月末現在）

受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行います）

三菱UFJ信託銀行株式会社

販売会社、基準価額等の詳細情報については、下記の照会先までお問合せください

照会先　レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
（受付時間 営業日の
午前9時～午後5時）http://www.leggmason.co.jp 03-5219-5940

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
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ファンドの目的

主として米ドル建債券に投資することにより米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することによ
り、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指します。

ファンドの特色

特色１ 　米ドル原資産ベースでの元本の安定を目指します
主として米国の国債、政府機関債、事業債、モーゲージ担保債務証書等を含むモーゲージ証券（ＭＢＳ）、
資産担保証券（ＡＢＳ）等を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
組入れる米国の債券の平均格付はＡ－／Ａ３格以上に保ち、信用リスクの抑制を図ります。なお、個別債
券の格付は最低でもＢＢＢ－／Ｂａａ３格＊以上とします。
＊Ｓ＆Ｐ、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち、いずれか１社以上による格付

原則として、ポートフォリオ全体の実効デュレーション＊（金利感応度、平均残存期間）を、通常0.5年～
1.0年（最大1.5年）とし、金利変動リスクの回避を目指します。
＊実効デュレーションとは、ＭＢＳやＡＢＳの早期償還を考慮して計算されたデュレーション（金利感応度、平均残存期間）をいいます。

為替ヘッジを行わないため、基準価額は円と米ドルとの為替相場の変動の影響を受けます。
（注）資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。

特色2 　ファミリーファンド方式により運用を行います
「ファミリーファンド方式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファ
ンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

（ベビーファンド） （マザーファンド）

損　益

投　資

損　益

投　資

損　益

投資者 ＬＭ・米ドル
毎月分配型ファンド

LM・米国短期投資
適格債マザーファンド

米ドル建の
債券

投　資

※委託会社は、上記マザーファンドに投資を行う当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行うことがあります。

ファンドの目的・特色
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特色3 　運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセットが行います
マザーファンドの運用は、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社である「ウエスタン・アセット・マネ
ジメント・カンパニー」（以下「投資顧問会社」）に委託します。

ウエスタン・アセット
1971年設立、米国カリフォルニア州パサデナに本部を置き、主に債券運用を行う運用会社です。ニューヨーク、ロンドン、東京、シ
ンガポール、メルボルン、サンパウロにも運用拠点があり、運用資産残高は約4,557億米ドル（約36兆円）＊です。個別の各債券
セクターと債券市場全般に幅広い専門知識を有し、長期的観点、バリュエーション志向、複数戦略の運用哲学に基づき運用してい
ます。
＊2011年3月末現在。米ドルの円貨換算は、2011年6月末現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝

80.73円）によります。

特色4 　毎決算時（毎月18日、休業日の場合は翌営業日）に収益分配を行います
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益（マザーファンドの信託財産に属する利子等収益の
うち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、原則として繰越分を含めた利子・配当収益を中心に、米ドル短期金利水準等を勘案し
て委託会社が決定し、毎月分配を行います。ただし、売買益をも源泉として分配を行うことがあります。

分配金イメージ

決算 決算決算決算決算決算決算決算決算決算決算決算

上記の図は収益分配のイメージを示したものであり、毎期の分配金支払いを保証するものではありません。
※分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。

1月 4月 7月 10月2月 5月 8月 11月3月 6月 9月 12月

ファンドの投資制限
● 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の２０％以内とします。
● マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
● 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
● 米国国債、政府機関債、政府保証債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する

証券の保有は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
● 信託財産に属する事業債の時価総額は、原則として信託財産の純資産総額の25％以内とします。
● 信託財産に属するＢＢＢ／Ｂａａ格付（ＢＢＢ＋／Ｂａａ１格～ＢＢＢ－／Ｂａａ３格）を付与されたまたは同等の信用を有する証券

の時価総額は、原則として信託財産の純資産総額の10％以内とします。
● デリバティブ取引を行うことができます。



3

投資リスク

基準価額の変動要因
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に
外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本
を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様
に帰属します。

為替変動リスク（円高になると、基準価額が下がるリスク）
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損

（円換算した評価額が減少すること）が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し
投資元本を割り込むことがあります。

金利変動リスク（金利が上がると、基準価額が下がるリスク）
一般的に債券の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が低下した場合には上昇し
ます。投資対象とする国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、
当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク（信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク）
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品のデフォルト（元利金支払い
の不履行または遅延）、発行会社の倒産や財務状況の悪化およびこれらに関する外部評価
の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあり
ます。

（注）基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
● 収益分配金は分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合

は、分配を行わないことがあります。
● 収益分配金は当ファンドの信託財産から支払われるため、収益分配により信託財産の純資産総額が減少し、

基準価額が下落する要因となります。
● 収益分配金は、計算期間中に発生した費用控除後の収益を超えて支払われる場合があります。このため、収

益分配金の水準は、必ずしも計算期間中の収益率を示すものではなく、投資者の購入価額によっては、収益
分配金の全額または一部が、実質的には投資元本の一部払戻しに相当する場合があります。

● 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによ
る追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けるこ
とがあります。

● 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり
ません。

リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理部門において、関係法令、当ファンドの信託約款および運用ガイドライン
等の遵守状況についてモニタリングを行います。
モニタリングの結果は必要に応じてコンプライアンス部および社内に設置されたリスク管理等に関する委員会に報告が
行われ、リスクの評価分析および是正勧告等の監督が行われます。
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運用実績
基準日：2011年6月30日

年間収益率の推移
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※当ファンドにはベンチマークはありません。
※年間収益率は、税引前分配金を再投資（複利運用）したと仮定して、委託会社が暦年ベースで算出したものです。
※2011年は年初から基準日までの収益率を表示しています。

基準価額・純資産の推移
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分配金込み基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

※分配金込み基準価額は、税引前分配金を再投資（複利運用）したと仮定して、委託会社が算
出したものです。

基準価額・純資産総額
基準価額 純資産総額
5,715円 101億円

分配の推移
2011年2月 17円
2011年3月 17円
2011年4月 17円
2011年5月 17円
2011年6月 17円

直近1年間累計 204円
設定来累計 2,465円

※１万口当たり、税引前
※運用状況によっては、分配金額が変

わる場合、あるいは分配金が支払わ
れない場合があります。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
ファンドの運用状況は、委託会社のホームページで確認することができます。

主要な資産の状況（ＬＭ・米国短期投資適格債マザーファンド）
■ 種類別組入比率

種類 比率（％）
国債証券 2.40
特殊債券 61.68
社債券 37.09
現金・預金・その他の資産 △1.17

■ 組入上位銘柄
銘柄 国 種類 利率（％） 償還日 比率（％）

GOLDMAN SACHS GROUP INC アメリカ 社債券 2.150 2012年 ３ 月15日 2.69
FREDDIE MAC アメリカ 特殊債券 1.125 2013年10月21日 2.66
HSBC FINANCE CORP FRN アメリカ 社債券 0.597 2012年 ９ 月14日 2.54
GENERAL ELEC CAP CORP アメリカ 社債券 2.200 2012年 ６ 月 ８ 日 2.38
T-NOTE INFLATION INDEX アメリカ 国債証券 2.375 2017年 １ 月15日 1.78
ANZ NATIONAL(INT'L) LTD ニュージーランド 社債券 3.250 2012年 ４ 月 ２ 日 1.49
FNMA 30YR JUL FWD アメリカ 特殊債券 6.000 2041年 ７ 月 １ 日 1.48
GENERAL ELEC CAP CORP アメリカ 社債券 2.125 2012年12月21日 1.46
NGN 2010-A1 A アメリカ 特殊債券 0.540 2020年12月 ７ 日 1.44
AMERICAN EXPRESS BK アメリカ 社債券 5.500 2013年 ４ 月16日 1.43

※上記比率はマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
※当ファンドにおけるマザーファンド受益証券の組入比率は100.01％です。
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手続・手数料等

お申込みメモ

購 入 単 位 販売会社が定める単位

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換 金 単 位 販売会社が定める単位

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。

申 込 締 切 時 間 原則として、午後3時までに受付けたものを当日の申込受付分とします。

購入の申込期間 平成23年8月17日から平成24年8月16日まで
※購入の申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

購 入・換 金 の
申込受付不可日

米国のいずれかの証券取引所の休業日または米国の銀行休業日の場合には、購入・換金申
込は受付けません。

換 金 制 限 資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、換金
制限を設ける場合があります。

購 入 ・ 換 金
申込受付の中止
及 び 取 消 し

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、購入・換金申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金申込受付を取消
す場合があります。

信 託 期 間 無期限（平成13年11月28日設定）

繰 上 償 還

次のいずれかに該当する場合等には、繰上償還を行うことがあります。
●マザーファンドを投資対象とする全ての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額
が30億円を下回った場合

●当ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合
●受益者のため有利であると認める場合
●やむを得ない事情が発生した場合

決 算 日 毎月18日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配

毎決算時に、分配方針に基づき分配を行います。
当ファンドには分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コー
ス」があります。
※販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社

にお問合せください。

信託金の限度額 5,000億円

公 告 日本経済新聞に掲載します。

運 用 報 告 書 5月と11月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。

課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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ファンドの費用・税金
■ ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 申込金額（購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、1.05％（税抜
1.00％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。

信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

純資産総額に対し、３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）の水準＊に応じて年0.462％
（税抜0.44％）～年0.945％（税抜0.90％）
＊毎計算期間末日（休業日の場合は翌営業日、以下「当該日」）の２営業日前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に

該当する日（ロンドンの銀行の休業日に該当する場合は、直前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する
日）の水準。

※運用管理費用（信託報酬）は毎日計上され、毎決算時または償還時に当ファンドの信託財産から支払われます。

《運用管理費用（信託報酬）とその配分》
３ヵ月米ドルＬＩＢＯＲの水準 総額 委託会社 販売会社 受託会社

1.00％以上の場合 0.9450％
（税抜0.90％）

0.4305％
（税抜0.41％）

0.4725％
（税抜0.45％）

0.0420%
（税抜0.04％）0.50％以上1.00％未満の場合 0.6720％

（税抜0.64％）
0.2940％

（税抜0.28％）
0.3360％

（税抜0.32％）

0.50％未満の場合 0.4620％
（税抜0.44％）

0.2100％
（税抜0.20％）

0.2100％
（税抜0.20％）

※上記料率は、当該日の翌日から翌月の18日（休業日の場合は翌営業日）まで適用されます。
※投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産

からの直接的な支払いは行われません。

そ の 他 の
費用・手数料

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、信託財産に関す
る租税、信託事務等に要する諸費用（監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。）等を
信託財産から支払います。
信託事務等に要する諸費用は毎日計上され毎決算時または償還時に、日々の純資産総額に年
率0.05％を乗じて得た金額の合計額を上限として委託会社が算出する金額が、その他について
は原則として発生時に実費が、信託財産から支払われます。
※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

■ 税金
● 税金は表に記載の時期に適用されます。
● 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期 項目 税金

分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して10％

換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して10%

・ 上記は、平成23年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
・ 法人の場合は上記とは異なります。
・ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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